
「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。お 知 ら せ
Information

令和６年版　埼玉県民手帳の販売について
【販売期間】
　10月13日㈮～12月15日㈮
※書店、ホームセンター、コンビニエンススト
アなどでは、令和６年２月末まで販売します。
※埼玉県統計協会では、令和６年３月以降も
２０２５年版発行まで、在庫の限り販売します。

【販売場所】
①美里町役場　総務課
②埼玉県統計相談室(県庁第二庁舎１階)
③埼玉県県民活動総合センター
④埼玉県物産観光館「そぴあ」
⑤�県内一部の書店・ホームセンター・コンビニ
エンスストア（セブン-イレブン、ファミリー
マート、ローソン、ポプラなど）
※詳細は、埼玉県ホームページをご覧ください。

【手帳規格】
・価　格　600円（税込み）
・サイズ　縦14cm×横９cm　厚さ１cm
・表紙色　ネイビー、コバトンラベンダー
【問合せ】
　埼玉県統計協会　☎048-830-2330
　総務課　自治防災係　☎76-1115

県ホームページ
QRコード

ルールやマナーを守って犬を飼いましょう
①狂犬病予防接種を受けましょう
　狂犬病予防接種が済んでいない犬は、狂犬病予防接種を受けてください。狂犬病予防接種後は、窓口
に証明書を持参し、狂犬病予防接種注射済票（交付手数料　550円/頭）の交付手続きをしてください。

②犬のふん尿は、後始末をしましょう
　散歩の際は、ふんの持ち帰り袋と尿を洗い流す用の水を持ち、犬のふん尿を放置しないでください。
ふん尿を放置することで、道路標識の腐食が進んだりや虫が集まったりします。
　ふん尿の放置による相談もありますので、飼い主は気を付けてください。

③犬に、リードや縄を付けましょう
　犬の放し飼いは絶対にやめましょう！宅配業者など自宅を訪問した人を噛んでしまった場合、犬の飼
い主に管理責任が問われる場合があります。散歩の際も、リードや縄をつけましょう。
　犬の飼い方など気になることは、埼玉県動物指導センター（☎048-536-2465）または、本庄保健所
（☎22-6481）へご相談ください。

④犬を飼い始めたときや変更があったときは、手続きをしましょう
　以下の場合は、手続きが必要です。
　・犬を飼い始めたとき（交付手数料　3,000円/頭）
　・犬が狂犬病予防接種を受けたとき（交付手数料　550円/頭　※毎年必要です）
　・犬が死亡したとき
　・飼い主の住所、氏名が変更になったとき
　・美里町に転入されたとき（前住所地で交付された鑑札をお持ちください）
　・獣医師の診断で、飼い犬が注射を受けられないとき（証明書をお持ちください）

問合せ＝総務課　生活環境係　☎76-1115
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